
組
合
Ｑ
＆
Ａ

出
席
者
数
（
本
人
出
席
、
委
任
状
出

席
）
を
記
載
す
る
こ
と

②�

提
出
す
る
議
事
録
が
写
し
の
場
合
に

は
、
必
ず
原
本
証
明
を
す
る
こ
と

[

セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト]

　

決
算
関
係
書
類
の
提
出
物
の
不
備
を

な
く
す
た
め
、
左
の
「
決
算
関
係
書
類

提
出
に
お
け
る
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー

ト
」
を
ご
活
用
下
さ
い
。

　

な
お
、
総
会
終
了
後
の
諸
手
続
き
に

つ
い
て
は
、
次
号
以
降
で
も
引
き
続
き

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

組
合
決
算
関
係
書
類
提
出
に
お
け
る

セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

Ｑ
１
＝
本
組
合
は
３
月
決
算
で
す
が
、

通
常
総
会
後
の
行
政
庁
へ
の
届
出
に
つ

い
て
教
え
て
下
さ
い
。

〔
Ａ
１
〕
組
合
は
、
通
常
総
会
終
了
後

２
週
間
以
内
に
決
算
関
係
書
類
及
び
通

常
総
会
議
事
録
等
を
認
可
行
政
庁
に
提

出
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
本
会
の
会
員
組
合
に
お
い
て
は
、

本
会
宛
に
２
部
（
所
管
行
政
庁
用
１
部
、

本
会
控
え
用
１
部
）
を
ご
提
出
下
さ
い
。

（
※
所
管
行
政
庁
に
は
本
会
経
由
で
提

出
い
た
し
ま
す
。）

[

決
算
関
係
書
類]

①
書
類
は
Ａ
４
版
で
作
成
す
る
こ
と

②�

提
出
の
際
は
、
決
算
関
係
書
類
提
出

書
（
所
定
様
式
）
を
添
付
す
る
こ
と

③�

事
業
報
告
書
・
財
産
目
録
の
作
成
を

省
略
し
な
い
こ
と

④�

当
期
に
利
益
剰
余
金
（
前
期
繰
越
損

失
が
あ
る
場
合
に
は
こ
れ
を
補
て
ん

し
た
後
の
金
額
）
が
あ
る
場
合
に
は
、

法
律
・
定
款
に
定
め
て
あ
る
利
益
準

備
金
、
特
別
積
立
金
並
び
に
法
廷
繰

越
金
の
積
立
を
必
ず
す
る
こ
と

[

総
会
議
事
録]

①�

定
足
数
確
認
の
た
め
、
組
合
員
数
、
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組
合
員
の
権
利
と
義
務
に
つ
い
て

Ｑ
２
＝
事
業
協
同
組
合
に
お
け
る
組
合

員
の
権
利
と
義
務
に
つ
い
て
教
え
て
下

さ
い
。

〔
Ａ
２
〕
事
業
協
同
組
合
は
、
人
的
組

織
体
で
あ
り
、
か
つ
、
組
合
員
の
事
業

利
用
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
基
本

的
性
格
か
ら
、
組
合
員
の
権
利
・
義
務

に
つ
い
て
の
固
有
な
も
の
が
あ
り
、
そ

の
適
正
な
行
使
に
配
意
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

●
組
合
員
…
組
合
員
は
、
組
合
の
構
成

員
で
あ
り
組
合
事
業
の
利
用
者
で
す
。

ま
た
、
出
資
者
で
も
あ
り
経
営
者
で
す
。

　

組
合
の
事
業
は
、組
合
員
の
た
め
に
行

う
も
の
で
あ
り
、組
合
員
の
利
用
が
な
け

れ
ば
組
合
事
業
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。

　

理
事
ば
か
り
で
な
く
す
べ
て
の
組
合

員
が
組
合
事
業
に
絶
え
ず
気
を
配
り
、

組
合
運
営
に
関
す
る
こ
と
な
ら
率
先
し

て
意
見
を
具
申
し
、
積
極
的
に
事
業
運

営
に
参
画
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

【
組
合
員
（
加
入
・
加
入
金
）】

法
定
脱
退
し
た
組
合
員
の
持
分
譲
受

加
入
の
是
非
に
つ
い
て

Ｑ
３
＝
組
合
員
Ａ
は
、
○
年
12
月
２
日

組
合
員
資
格
喪
失
に
よ
り
法
定
脱
退
し

た
が
、
そ
の
未
払
持
分
を
譲
り
受
け
る

こ
と
に
よ
り
Ｂ
の
加
入
を
、
翌
年
の
３

月
15
日
の
理
事
会
で
承
諾
し
た
。
こ
の

よ
う
な
資
格
喪
失
者
の
未
払
持
分
で
譲

受
加
入
が
で
き
る
か
。

〔
Ａ
３
〕
脱
退
し
た
組
合
員
の
持
分
は
、

脱
退
と
同
時
に
持
分
の
持
つ
身
分
権
的

な
も
の
が
喪
失
し
て
お
り
、
持
分
払
戻

請
求
権
と
い
う
債
権
が
残
っ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
既
に
法
定
脱
退
し
た

者
の
組
合
員
と
し
て
の
権
利
義
務
を
承

継
す
る
こ
と
と
な
る
譲
受
加
入
と
い
う

こ
と
は
あ
り
得
ず
、
当
該
譲
受
人
の
加

入
は
新
規
加
入
の
手
続
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

【
組
合
員
（
出
資
・
出
資
金
）】

行
方
不
明
組
合
員
の
出
資
金
整
理
に

つ
い
て

Ｑ
４
＝
組
合
員
Ａ
は
、
○
年
１
月
30
日

に
組
合
に
加
入
し
、
×
年
12
月
30
日
ま

で
組
合
を
利
用
し
て
い
た
が
、
そ
の
後

行
方
不
明
と
な
っ
た
。
組
合
と
し
て
は
、

Ａ
の
出
資
を
整
理
し
実
質
上
の
組
合
員

の
出
資
の
み
と
し
た
い
が
、
ど
の
よ
う

な
処
理
が
適
当
か
。
な
お
、
Ａ
の
組
合

に
対
す
る
負
債
は
な
い
。

〔
Ａ
４
〕
出
資
を
整
理
す
る
に
は
、
当

該
組
合
員
が
組
合
を
脱
退
す
る
こ
と
が

前
提
と
な
り
、
ご
照
会
の
場
合
の
行
方

不
明
組
合
員
に
つ
い
て
は
資
格
喪
失
に

よ
る
脱
退
か
、
又
は
除
名
に
よ
る
強
制

脱
退
が
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
事
情
が

不
明
で
判
断
し
か
ね
る
点
が
あ
る
が
、

も
し
行
方
不
明
と
同
時
に
事
業
を
廃
止

し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
資
格
喪
失
と

し
て
処
理
す
る
事
が
可
能
と
解
す
る
。

こ
の
場
合
、
組
合
員
た
る
資
格
が
喪
失

証
明
郵
便
を
も
っ
て
持
分
払
戻
請
求
権

の
発
生
し
た
旨
の
通
知
を
行
う
こ
と
が

適
当
と
考
え
る
。
除
名
は
総
会
の
議
決

を
要
し
、
こ
の
場
合
除
名
し
よ
う
と
す

る
組
合
員
に
対
す
る
通
知
、
弁
明
の
機

会
の
付
与
等
の
手
続
が
必
要
で
あ
る

が
、
組
合
員
に
対
す
る
通
知
は
組
合
員

の
届
出
住
所
に
す
れ
ば
足
り
、
こ
の
通

知
は
通
常
到
達
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
き

に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か

ら
、
一
応
通
知
は
な
さ
れ
た
も
の
と
解

さ
れ
る
。
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
つ
い

て
は
、
そ
の
組
合
員
が
総
会
に
出
席
せ

ず
弁
明
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
そ
の
組

合
員
は
弁
明
の
権
利
を
放
棄
し
た
も
の

と
み
な
さ
れ
、
除
名
議
決
の
効
力
を
妨

げ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。

　

な
お
、
除
名
が
確
定
し
た
場
合
は
、

資
格
喪
失
の
場
合
と
同
様
の
通
知
と
す

る
の
が
適
当
で
あ
る
。

　

以
上
の
手
続
に
よ
り
、
当
該
組
合
員

に
持
分
払
戻
請
求
権
が
発
生
す
る
が
、

そ
の
請
求
権
は
２
年
間
で
時
効
に
よ
り

消
滅
す
る
の
で
、
時
効
ま
で
未
払
い
持

分
と
し
て
処
理
し
、
時
効
成
立
を
ま
っ

て
こ
れ
を
雑
収
入
又
は
債
務
免
除
益
に

振
り
替
え
る
の
が
適
当
と
考
え
る
。

◎
詳
細
は
本
会
設
立
相
談
室
ま
で

（
℡	

０
４
３
・
３
０
６
・
３
２
８
５
）
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